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【告示】

番 号 表 題 担当課名

１６６ 指定管理者を指定した件 国際スポーツ局

スポーツ振興課

１６７ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

１６８ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

１６９ 指定障害福祉サービス事業の廃止について 障がい福祉課

届出があった件

１７０ 指定自立支援医療機関を指定した件 同

１７１ 同 同

１７２ 指定自立支援医療機関の指定を更新した件 同

１７３ 計量器の定期検査を実施する件 工業技術センター

１７４ 森林管理重点地域の指定を解除する件 スマート林業課

１７５ 同 同

１７６ 同 同

１７７ 土地改良区の定款の変更を認可した件 農林水産基盤整備局

農山漁村振興課

１７８ 保安林の指定施業要件を変更する件 農林水産基盤整備局

森林整備課

１７９ 同 同



【告示】

番 号 表 題 担当課名

１８０ 森林管理重点地域の指定をする件 同

１８１ 同 同

１８２ 同 同

１８３ 同 同

１８４ 道路の区域を変更する件 道路整備課

１８５ 道路の供用を開始する件 同

１８６ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
蔵
本
公
園
、
徳
島
県
鳴
門
総
合
運
動
公
園
及
び
徳
島
県
立
中
央
武
道
館

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
三
五
番
地
一

三

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

有
限
会
社
Ｍ－

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ

徳
島
市
方
上
町
中
須
賀
三
一
番

灯
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
北
開

通
所
介
護

令
和
三
年
三
月
一

地
一

ー

拓
二
五
番
地

日

紡
ぎ
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ

同

訪
問
介
護

同

ン

合
同
会
社
扇

板
野
郡
松
茂
町
長
原
四
三－

一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
扇

同

長
原
四
三－

一
七

同

同

七

合
同
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ｙ

徳
島
市
新
南
福
島
二
丁
目
一
番

リ
ラ
イ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
大
和
町
一
丁
目
八
池
田
ハ

訪
問
看
護

同

一
七
号

ョ
ン

イ
ツ
Ｃ
一
一
号
室



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ｙ

徳
島
市
新
南
福
島
二
丁
目
一
番
一

リ
ラ
イ
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
大
和
町
一
丁
目
八
池
田

介
護
予
防
訪
問
看
護

令
和
三
年
三
月

七
号

シ
ョ
ン

ハ
イ
ツ
Ｃ
一
一
号
室

一
日



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
共
生
会

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
西
原
二

障
が
い
者
支
援
施
設
す

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
西
原
二

自
立
訓
練
（
機

令
和
三
年
二
月

令
和
三
年
二
月

四
五
番

み
れ
園

四
五
番

能
訓
練
）

八
日

二
十
八
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

徳
島
市
国
府
町
中
字
原
淵
四
九

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
国
府
町
中
字
原
淵
四
九

就
労
移
行
支
援

同

同

三
月

き
の
こ
ハ
ウ
ス

二
番
地
三

き
の
こ
ハ
ウ
ス

二
番
地
三

二
十
五
日

三
十
一
日

社
会
福
祉
法
人
カ
リ
ヨ

同

字
松
ノ
本
二

ス
タ
ジ
オ
れ
も
ん

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
尼
寺
一

自
立
訓
練
（
生

同

一
月

同

ン

八
番
一

三
八
―
二

活
訓
練
）

六
日



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
訪
問
看
護
事
業
所

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
の
種
類

年

月

日

株
式
会
社
彩
都

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
七
枚
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
七
枚
五

育
成
医
療
（
訪
問
看
護
）

令
和
三
年
三
月

八

彩
都

八

更
生
医
療
（
訪
問
看
護
）

一
日

一
般
社
団
法
人
吉
野
川

吉
野
川
市
鴨
島
町
飯
尾
四
○
○

一
般
社
団
法
人
吉
野
川
市

吉
野
川
市
鴨
島
町
飯
尾
四
○
○

同

同

市
医
師
会

番
地
一

医
師
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー

番
地
一

シ
ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
の
種
類

年

月

日

ド
レ
ミ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
有

徳
島
市
佐
古
三
番
町
五
番
八
号

阿
南
ド
レ
ミ
調
剤
薬
局

阿
南
市
西
路
見
町
元
村
二
八-

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
三
年
三
月

限
会
社

一

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式
会

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
丁

つ
ば
さ
薬
局

板
野
郡
北
島
町
高
房
八
丁
野
東

同

同

社

目
二
番
一
五
号

八-

七



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指

定

更

新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
の
種
類

年

月

日

社
会
医
療
法
人
川
島
会

徳
島
市
佐
古
一
番
町
一
番
三
九

川
島
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

徳
島
市
北
佐
古
一
番
町
六
番
一

育
成
医
療
（
腎
臓
に
関

令
和
三
年
三
月

号

号

す
る
医
療
）

一
日

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関

す
る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
期
検
査
を
行
う
区
域

、
そ
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
そ
の
実
施
の
期
日
及
び
場
所
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
た
だ
し
、

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
に
あ
っ
て
は
、
実
施
の
期
日
を
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

実
施
の

対
象
と
な
る

実

施

の

期

日

受

付

時

間

実

施

の

場

所

区
域

特
定
計
量
器

鳴
門
市

計
量
法
施
行

令
和
三
年
五
月
十
四
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

鳴
門
市
瀬
戸
町
堂
浦
字
地
廻
り
壱

令
（
平
成
五

ま
で

八
六
番
地

年
政
令
第
三

瀬
戸
公
民
館

百
二
十
九
号

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

北
灘
町
宿
毛
谷
字
ク
ロ
ハ

）
第
十
条
第

二
時
ま
で

エ
六
六
番
地

一
項
に
規
定

北
灘
公
民
館

す
る
特
定
計

午
後
三
時
か
ら
午
後

同

鳴
門
町
高
島
字
北
八
六
番

量
器

四
時
ま
で

地
鳴
門
公
民
館

同

十
七
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

同

里
浦
町
里
浦
字
花
面
三
五

三
時
ま
で

〇
番
地
二

里
浦
集
会
所

同

十
八
日

同

同

同

十
九
日

同

同

字
中
島
四
六

四
番
地
一

里
浦
農
業
協
同
組
合
南
経
済
セ

ン
タ
ー

同

二
十
日

同

同

同

二
十
一
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

同

大
麻
町
板
東
字
宝
蔵
六
五

ま
で

番
地鳴

門
市
役
所
板
東
連
絡
所

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

大
谷
字
椢
原
一
八

三
時
ま
で

番
地堀

江
公
民
館

同

二
十
四
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

同

鳴
門
町
土
佐
泊
浦
字
大
毛

三
時
ま
で

八
二
番
地
一
〇
〇

網
干
休
憩
所
駐
車
場

同

二
十
五
日

同

同

同

二
十
六
日

同

同

撫
養
町
南
浜
字
東
浜
二
四

番
地
七

鳴
門
市
文
化
会
館

同

二
十
七
日

同

同

名
西
郡

同

六
月
一
日

同

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四
八

〇
番
地
一



石
井
町
中
央
公
民
館

同

二
日

同

同

高
川
原
字
高
川
原

一
二
一
番
地
一

石
井
町
役
場

同

三
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

同

神
山
町
阿
野
字
五
反
地
二

ま
で

九
五
番
地
一

神
山
町
広
野
支
所

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

神
領
字
本
野
間
一

三
時
ま
で

〇
〇
番
地

神
山
町
役
場

板
野
郡

同

十
四
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

板
野
郡
上
板
町
七
條
字
経
塚
四
二

三
時
ま
で

番
地上

板
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー

同

十
五
日

同

同

板
野
町
大
寺
字
亀
山
西
一

六
九
番
地
五

板
野
町
町
民
セ
ン
タ
ー

同

十
六
日

同

藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
五

二
番
地
一

藍
住
町
役
場

同

十
七
日

同

北
島
町
中
村
字
上
地
二
三

番
地
一

北
島
町
役
場

同

十
八
日

同

同

松
茂
町
広
島
字
東
裏
三
〇

番
地松

茂
町
役
場

勝
浦
郡

同

二
十
二
日

同

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
字
下
横

峯
三
番
地
一

上
勝
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー

同

二
十
三
日

同

同

勝
浦
町
大
字
久
国
字
久
保

田
三
番
地

勝
浦
町
役
場

那
賀
郡

同

二
十
八
日

正
午
か
ら
午
後
二
時

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
和
無
田
字
マ

ま
で

ツ
ギ
四
〇
番
地

木
頭
中
央
公
民
館

午
後
三
時
か
ら
午
後

同

木
頭
字
前
田
四
三

五
時
ま
で

番
地
一

那
賀
町
木
沢
総
合
防
災
セ
ン
タ

ー

同

二
十
九
日

午
前
九
時
か
ら
午
前

同

小
浜
一
五
一
番
地

十
一
時
ま
で

那
賀
町
役
場
上
那
賀
支
所

正
午
か
ら
午
後
三
時

同

延
野
字
王
子
原
三

ま
で

一
番
地
一

那
賀
町
役
場
相
生
支
所



同

三
十
日

午
前
十
一
時
か
ら
午

同

和
食
郷
字
南
川
一

後
三
時
ま
で

〇
四
番
地
一

那
賀
町
役
場

鳴
門
市

同

七
月
六
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜
二
四

三
時
ま
で

番
地
七

鳴
門
市
文
化
会
館

同

七
日

同

同

名
西
郡

同

十
三
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原

ま
で

一
二
一
番
地
一

石
井
町
役
場

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

神
山
町
神
領
字
本
野
間
一

三
時
ま
で

〇
〇
番
地

神
山
町
役
場

板
野
郡

同

十
四
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
五

三
時
ま
で

二
番
地
一

藍
住
町
役
場

勝
浦
郡

同

二
十
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
字
下
横

ま
で

峯
三
番
地
一

上
勝
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー

午
後
二
時
か
ら
午
後

同

勝
浦
町
大
字
久
国
字
久
保

四
時
ま
で

田
三
番
地

勝
浦
町
役
場

那
賀
郡

同

二
十
一
日

午
前
十
一
時
か
ら
午

那
賀
郡
那
賀
町
和
食
郷
字
南
川
一

後
三
時
ま
で

〇
四
番
地
一

那
賀
町
役
場

鳴
門
市

同

四
月
一
日
か
ら

県
の
休
日
（
徳
島
県

徳
島
市
雑
賀
町
西
開
一
一
番
地
の

、
名
西

同

十
二
月
二
十
日
ま

の
休
日
を
定
め
る
条

二

郡
、
板

で

例
（
平
成
元
年
徳
島

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

野
郡
、

県
条
例
第
三
号
）
第

勝
浦
郡

一
条
第
一
項
各
号
に

及
び
那

掲
げ
る
日
を
い
う
。

賀
郡

）
を
除
き
、
午
前
九

時
か
ら
午
後
四
時
ま

で



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

美
馬
市
木
屋
平
字
麻
衣
四
五
の
二
〇
の
二



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
竹
ケ
谷
字
出
羽
五
〇
、
六
四
の
一
、
六
四
の
二
、
六
五
、
六
六
、
六
七
の
二
、
六
七

の
三
及
び
六
八
か
ら
七
一
ま
で
、
字
越
後
二
の
一
、
二
の
三
、
五
の
一
、
五
の
二
、
九
の
一
、
九
の
二

、
一
〇
三
及
び
一
〇
五
並
び
に
字
加
賀
四



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
六
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

海
部
郡
海
陽
町
相
川
字
杉
林
七
の
一
三



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

徳
島
市
下
町

令
和
三
年
二
月
九
日

下
町
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
白
水
八
〇
、
八
三
の
一
か
ら
八
三
の
四
七
ま
で
、
神
野
字
神
祇
一
二
の
一
三

、
字
大
谷
二
六
の
八
、
字
三
筒
二
四
の
一
、
小
川
字
桑
原
谷
二
九
、
三
〇
・
三
二
・
五
一
の
一
三
（
以

上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
東
桑
原
六
一
、
六
二
の
一
か
ら
六
二
の
四
ま

で
、
字
皆
ノ
瀬
五
九
の
二
、
五
九
の
二
八
、
六
六
の
一
七
、
字
深
瀬
六
の
一
、
六
の
二
、
七
の
一
、
七

の
三
、
九
、
字
北
峯
六
の
四
、
六
の
六
、
六
の
七
、
字
関
ノ
溝
一
一
、
一
二
の
一
、
一
二
の
三
、
一
二

の
四
、
字
玉
笠
八
六
の
三
八
、
八
六
の
四
〇
、
字
青
木
下
一
三
、
平
井
字
保
勢
一
一
二
の
一
三
、
字
蔭

杉
宇
一
七
の
一
、
一
七
の
三
、
浅
川
字
荒
瀬
一
五
の
六
五
か
ら
一
五
の
六
七
ま
で
、
奥
浦
字
鹿
ケ
谷
六

〇
の
一
、
六
〇
の
一
五
、
六
〇
の
三
八
、
六
〇
の
三
九
、
六
〇
の
四
四
、
六
〇
の
四
五
、
字
一
宇
谷
四

一
の
一
、
四
一
の
九
、
櫛
川
字
西
敷
七
五
の
二
三
か
ら
七
五
の
二
六
ま
で
、
七
五
の
二
八
、
大
井
字
大

谷
五
一
の
四
〇
か
ら
五
一
の
四
二
ま
で
、
塩
深
字
出
久
保
三
四
、
小
谷
字
猪
ノ
鼻
四
二
の
一
、
九
七
の

一
、
九
九
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
海
陽
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
脇
町
字
下
大
滝
三
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

美
馬
市
木
屋
平
字
麻
衣
四
五
の
二
〇
の
二



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
竹
ケ
谷
字
出
羽
五
〇
、
六
四
の
一
、
六
四
の
二
、
六
五
、
六
六
、
六
七
の
二
、
六
七

の
三
及
び
六
八
か
ら
七
一
ま
で
、
字
越
後
二
の
一
、
二
の
三
、
五
の
一
、
五
の
二
、
九
の
一
、
九
の
二

、
一
〇
三
及
び
一
〇
五
並
び
に
字
加
賀
四



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

三
好
市
東
祖
谷
栗
枝
渡
二
八
〇



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
年
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

海
部
郡
海
陽
町
相
川
字
杉
林
七
の
一
三



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
三
年
三
月
十
六
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
東
山
字

中
村
七
八
番
三
地
先
か
ら

旧

四
・
三
〜
二
〇
・
一

一
七
九
・
〇

同

４

丸
亀
三
好

八
六
番
五
地
先
ま
で

同

新

八
・
六
〜
三
〇
・
八

一
七
九
・
〇



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
三
年
三
月
十
六
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

延

長

路

線

名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

（
メ
ー
ト
ル
）

名
西
郡
神
山
町
上
分
字
門
屋

七
番
二
地
先
か
ら

四
三
八
号

二
七
五
・
七

令
和
三
年
三
月
十
六
日

同一
三
四
番
一
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

小
松
島
市
小
松
島
町
字
中
筋
一
三
番
二
の
一
部

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八

豊
谷

康
男

上
四
四
番
地

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
百
川
田
一
二
番
及
び
一
三

同

北
島
町
江
尻
字
妙
蛇

株
式
会
社
渡
辺
建
設

番
並
び
に
一
二
番
の
地
先
町
有
地

池
三
二
番
地
一

同

字
百
庵
ノ
前
一
一
番
六

同

藍
住
町
奥
野
字
東
中

株
式
会
社
あ
い

須
一
〇
九
番
地
七


